
- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 各論 
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○ 救急医療は、昼夜の区別なく急病や事故等から県民の生命を守る使命を担っています。 

○ 県では、比較的軽症の患者を対象とした初期救急医療、緊急の入院や手術が必要な患者を対象とし

た二次救急医療、そして高度で特殊・専門医療が必要な重篤・重症患者を対象とした三次救急医療と、

役割分担と連携のもと病状に応じた適切な医療が受けられるよう救急医療体制の体系的な整備を進めて

います。 

○ 現在、救急医療をめぐる状況は、総じて、供給側（医療体制）では、医師の高齢化、女性勤務医の増加、

医師・診療科の偏在等により、救急医療を担う医師の絶対数が不足し、当直医の勤務負担が増大する一

方、需要側（患者・家族等）では、少子化、核家族化、夫婦共働き、高齢化といった社会情勢等の変化を

背景に、より一層、地域で安心して生活するために必要な医療が必要なときに提供される医療環境への

ニーズが高まっており、今後、更に医療体制と医療ニーズの間のミスマッチが拡大する懸念があります。 

○ このことを踏まえ、県における救急医療体制を強化し、持続可能なものとするために、初期救急医療、

二次救急医療、三次救急医療の更なる機能分化・連携を推進し、病状に応じた適切な医療が必要なとき

に受けられる救急医療体制を確保します。 

○ また、県民が迅速で適切な救急医療が受けられるよう、バイスタンダー（※１）による応急手当てや救急

救命士によるプレホスピタル・ケア（※２）を推進します。 

 

 

 

（１）病院前救護 

○ 平成 27 年中の一般市民が目撃した心肺機能停止のうち心肺蘇生（除細動含む。）を実施した場合

の１か月生存率は 16.1％、実施しなかった場合は 9.2％と約 1.8 倍の差があり、現場に居合わせた人

の心肺蘇生行為等が救命率の向上に大きく寄与しています。 

○ 平成 27 年中の県内の応急手当普及講習（普通・上級講習）の受講者数は 82,464 人で、人口１万

人あたり 90人が受講しています。 

○ 平成 29 年６月現在、県内に設置された自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Automated External 

Defibrillator）は、17,898台あります。 

○ 平成 27 年４月１日現在、県内の救急隊のうち常に救急救命士が同乗している割合は、全国で唯一

第１章 事業別の医療体制の整備・充実 

〇 患者や住民が安心して地域で医療を受けられるように、地域医療の確保は重要な課題です。

地域の医療資源に限りがある中で、地域の医療機関が連携し、精神科救急も含めた救急、小

児医療、周産期医療の医療体制を構築することが求められています。 

〇 また、災害時を念頭においた医療救護体制を整備することも重要です。 

〇 必要なときに必要な医療が適切に提供される体制の整備充実を進めます。 

 

第１節 総合的な救急医療 

現状 
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100％であり、全国の 87.7％よりも高い割合となっています。 

○ 病院前救護活動における救急救命士が実施する医行為の質を確保する観点から、神奈川県メディ

カルコントロール（※３）協議会と県内５地区に各地区メディカルコントロール協議会が設置されています。 

○ 傷病者を受入れる医療機関が速やかに決定されないことがある問題を解消するため、「神奈川県傷

病者の搬送及び受入れの実施基準」を平成 23 年 3 月に策定し、平成 24 年２月には「妊産婦にかか

る基準」、平成 25年３月には「精神疾患を有する傷病者の身体症状にかかる基準」、平成 25年６月に

は県内すべての地域において「受入医療機関確保基準」を策定しています。 

 

（２）初期救急 

○ 初期救急医療体制については、休日夜間急患診療所等及び在宅当番医制（※４）により実施してお

り、医科で 17市１町、歯科で 17市に所在しています。 

○ 休日夜間急患診療所等の平成 27年度診療患者数は、医科 397,360人、歯科 11,242人となって

おり、医科の診療患者数では、49％が小児科を受診、36％が内科を受診しています。 

【休日夜間・急患診療所体制】                          （平成 29年４月１日現在） 

 箇所数 所在地 患者数 

医科 48か所 17市１町 397,360人（うち 49％が小児科受診、36％が内科受診） 

歯科 20か所 17市 11,242人 

 

（３）二次救急 

○ 二次救急医療体制については、病院群輪番制（※５）（14 ブロック）及び救急病院等の認定（※６）を

受けた計 184 医療機関（平成 29 年４月１日現在）により実施していますが、この体制に参加する医療

機関数は微減しています。 

【参加医療機関数】 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

188機関 189機関 187機関 184機関 

 

（４）三次救急・ドクターヘリ 

○ 三次救急体制については、大学病院をはじめとする 21 か所（平成 29 年４月１日現在）の救命救急

センターで、24時間体制で高度・専門的な医療を提供しています。 

〇 救命救急センターの整備方針としては、原則として二次保健医療圏に１か所とし、地域の実情に応じ

て複数設置も考慮することとしており、平成 29 年４月の指定により全ての二次保健医療圏に救命救急

センターが設置されました。 

○ 県では、救命救急センターへの患者搬送システムとして、平成 14 年７月からドクターヘリ（※７）を東

海大学医学部付属病院に配備しています。平成 19 年９月からは高速道路における運用を開始すると

ともに、また平成 26 年８月からは県と山梨県及び静岡県の３県で広域連携体制を構築し、互いの県境

を越えて相互に支援を行っています。 

【ドクターヘリ搬送実績】                （延べ実績：平成 14年～28年度） 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 延べ実績 

253件 281件 212件 4,624件 
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【平成 27 年度実績における重症度の内訳】 

重篤（※８） 重症（※９） 中等症（※10） 軽症（※11） 

46件（20.5％） 113件（50.5％） 63件（28.1％） 2件（0.9％） 

 

（５）耳鼻咽喉科救急・眼科救急 

○ 内科・小児科を主体とする初期から二次までの救急医療体制では対応が難しい耳鼻咽喉科及び眼

科救急患者に対応するため、県内を６ブロックに分け、休日（日中）において休日夜間急患診療所及び

在宅当番医制による初期救急医療を県独自に実施しています。 

○ 耳鼻咽喉科救急における平成 28 年度救急取扱患者数は、10,818 人で、内、102 人（0.9％）が転

院搬送されており、重症患者の主な受入れ先は、救命救急センター設置病院で全体の６割を占めてい

ます。また、休日診療を実施する一般の耳鼻咽喉科診療所が少なく、主に休日夜間急患診療所等が

初期救急医療を提供しています。 

○ 眼科救急における平成 28 年度救急取扱患者数は、3,136 人で、内、34 人（1.1％）が転院搬送さ

れており、重症患者の主な受入れ先は特定機能病院（※12）などの大学附属病院で全体の６割を占め

ています。また、休日診療を実施する一般の眼科診療所は都市部を中心に散在しているものの、コンタ

クトレンズ装着等の特定目的の診療が多く、主に休日夜間急患診療所等が初期救急医療を提供してい

ます。 

 

（６）高齢者救急 

○ 神奈川県内における平成 27 年の救急搬送件数は、394,313 件と東京都、大阪府に次ぐ全国３位

です。平成 23年（372,909件）比で 5.7％増加しています。 

〇 このうち、高齢者搬送件数は、217,734 件と救急搬送件数全体の 55%（平成 23 年では 50％）を占

めており、高齢化の進展により高齢者搬送の割合が高まっています。 

 

（７）情報システム 

○ 神奈川県救急医療情報システム(ウェブサイト)において、救急関係機関(医療機関、消防本部(局)

等)が常時、応需情報（※13）の閲覧ができる運用体制となっています。 

○ また、神奈川県救急医療中央情報センターでは、救急関係機関に対し、患者搬送に必要な情報を

24時間体制で提供するとともに、救急患者搬送先選定の代行にも取り組んでいます。 

○ 救急関係機関による平成 28年度の救急医療情報システム利用件数は 150,485件、また、神奈川

県救急医療中央情報センターにおける平成 28年度の電話照会受付件数は 4,306件となっています。 

 

（８）適正受診の促進 

○ 平成 27年度における二次救急医療機関に救急受診した患者数の内、軽症患者の割合が 72.8％、

三次救急医療機関では、中等症・軽症患者の割合が 91.9％を占めており、また、二次・三次救急医療

機関に救急受診した小児患者の内、中等症・軽症患者が 99.6％を占めています。このことから、軽症

患者の流入により、二次・三次救急医療機関に救急搬送される重篤・重症患者に対する救急医療の提

供に支障が生じています。 
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（１）病院前救護 

○ 救命率の向上を図るため、県民による救急法など応急手当ての実施や、自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）の使用方法の普及、設置場所の周知が必要です。 

○ 救急救命士の業務範囲の拡大や高度化への適切な対応や質の向上、救急救命士が適切な活動を

実施するためのメディカルコントロール体制の強化・充実が必要です。 

○ 高齢化の進展に伴い救急搬送に占める高齢者の割合が高まるなか、増加する高齢者救急に対応し

ていくため、多臓器・多疾患の患者特性を踏まえた効率的な救急搬送と受入医療機関の確保が課題

です。 

 

（２）初期救急 

○ 救急医療体制を持続的に確保する観点から、初期救急へのアクセスが要請される軽症患者が二

次・三次救急医療機関へ流入することで、二次・三次救急医療機関に搬送される患者（重篤から中等

症まで）の円滑な救急入院の受入れに支障が生じることのないよう、救急医療体制に関する理解や適

切な医療機関の選択等に係る適正受診の促進（県民の意識の向上）が必要です。 

○ 医師の高齢化等により、休日夜間急患診療所等における輪番当直医の確保が困難になっており、初

期救急へのアクセスの公平性の観点を踏まえた市町村・地域単位での持続的な初期救急医療体制の

確保が課題です。 

 

（３）二次救急 

○ 二次救急医療における平成 27 年度の救急取扱い患者数の内訳をみると、軽症患者が二次救急医

療機関へと流入していることから、軽症患者に対する救急外来の診療負担が大きくなることにより二次

救急医療機関に搬送される患者（中等症）の円滑な救急入院の受入れに支障が生じています。 

【平成 27 年度の救急取扱い患者数】 

死亡 重症 中等症 軽症 

4,448人（0.5％） 60,542人（6.5％） 188,639人（20.2％） 679,743人（72.8％） 

 

○ 高齢化の進展に伴い、高齢者の脳・心血管疾患による入院件数の増加や、在宅・介護施設等の患

者の急病による「時々入院」（※14）の増加により、二次救急に搬送される救急患者が増加すると考え

られます。 

○ 地域完結型医療（※15）を推進していくため、三次救急との機能分化・連携を推進していくとともに二

次救急医療体制を強化するための、二次救急医療機関の量的確保と質の充実（救急機能の底上げ）

が課題です。 

○ 二次救急医療機関の「出口問題」（※16）については、在宅復帰が困難な医療必要度が高い患者の

長期療養の受け皿となる医療・介護施設の量的確保と連携強化が課題です。 

 

（４）三次救急・ドクターヘリ 

○ 救命救急医療の進歩に伴い高度化・専門化が進んでおり、特に脳・心血管疾患については迅速な医

課題 
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療へのアクセスが要請されることから発症から入院医療の提供までを含めた総合的な診療機能体制の

整備が必要です。 

○ 全ての二次保健医療圏に救命救急センターが整備されたことから、今後は、地域の医療資源・医療

ニーズを踏まえた量的確保とセンター機能の質の充実が課題です。 

○ 救命救急センターの国の充実段階評価が見直されることから、県の救命救急センターの指定などに

ついて、地域の二次・三次救急医療機関との機能分化・連携等の視点などを踏まえて見直すことが必

要です。 

○ 救命救急センターの「出口問題」については、在宅復帰が困難な医療必要度が高い患者の長期療

養の受け皿となる医療・介護施設の量的確保と連携強化が課題です。 

○ ドクターヘリに関して、現状では、ヘリコプターの特性を活かした重篤・重症患者の搬送は適正に行わ

れています。更なる救命率の向上を図るため、トリアージ（※17）、出動要請及び出動決定が適切に行

われることが必要です。 

 

（５）耳鼻咽喉科救急・眼科救急 

○ 医師の高齢化等により、休日夜間急患診療所等における輪番当直医の確保が困難になっており、県

内６ブロックでの持続的な初期救急医療体制の確保が課題です。 

 

（６）高齢者救急 

○ 今後、高齢者の脳・心血管疾患の初発による入院件数の増加や在宅・介護施設等の患者の急病に

よる「時々入院」の増加により、地域消防機関の救急搬送資源の逼迫化と在宅療養（後方）支援病院

（※18）など、緊急時の入院受入れに対応できる医療機関の確保が課題です。 

 

（７）情報システム 

○ 神奈川県救急医療情報システムは、救急患者の症状に応じた適切な医療機関への迅速な患者搬

送に資するため、精度の高い応需情報の収集・提供が求められます。 

○ 横浜市が平成28年１月から開始した救急安心センター事業（＃7119）（※19）の全県での実施を検

討する場合、神奈川県救急医療情報システムが収集している応需情報と、神奈川県救急医療中央情

報センターが持つ医療機関検索等の医療資源の有効活用も含めた検討が必要です。 

 

（８）適正受診の促進 

○ 軽症患者が二次・三次救急医療機関へ流入し、二次・三次救急医療機関に搬送される患者（重篤

から中等症まで）の円滑な救急入院の受入れに支障が生じてきていることから、救急医療体制に関す

る理解や適切な医療機関の選択等に係る適正受診の促進（県民の意識の向上）が必要です。 

○ また、全ての県民が安心して地域で暮らせるよう、患者や家族が身近に相談できる「かかりつけ医」、

「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬剤師・薬局」などを持つことを通じて健康寿命の延伸のためのセル

フメディケーション（※20）の必要性を認識してもらうことが課題です。 
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（１）病院前救護（県、市町村、関係機関、医療機関・医療関係者、県民） 

○ 県民による応急手当てが救急現場において更に実施されるよう、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を用

いた救急法講習会の実施や救急蘇生法の普及・啓発を行ないます。 

○ 救急救命士がより適切に活動できるよう救急救命士の業務範囲の拡大等、救急業務の高度化の対

応のために、救急救命士の再教育の更なる検討を行い、適切な再教育を実施します。 

○ 医師による救急隊への「指示・指導・助言」、「事後検証」、「再教育」を柱とするメディカルコントロール

体制の更なる充実を図ります。 

○ 高齢化の進展に伴い増加する高齢者救急に適応した救急搬送体制や、患者の意思を尊重した人

生の最終段階における医療が適切に提供されるための救急搬送のあり方について、関係機関と検討し

ます。 

 

（２）初期救急（市町村、県、関係機関、医療機関・医療関係者、県民） 

○ 軽症患者の二次・三次救急医療機関への流入を少なくするため、休日夜間急患診療所等による初

期救急機能の強化や、軽症患者の適正受診を促進するための啓発等を行い、二次・三次救急医療機

関の診療負担の軽減を図ります。 

○ 休日・夜間帯においても初期救急へのアクセスが確保されるよう、引き続き、休日夜間急患診療所

等を市町村・地域単位で確保するための初期救急医療の提供に必要な支援等を行います。 

○ また、休日夜間急患診療所等による初期救急機能が、更に効率的かつ効果的に発揮されるよう、適

正受診の促進に資するための全県民を対象にした 24 時間 365 日の救急電話サービス（救急電話相

談・医療機関案内）の段階的な導入について検討します。 

 

（３）二次救急（市町村、県、関係機関、医療機関・医療関係者、県民） 

○ 病院群輪番制に参加する医療機関を市町村・地域単位で確保するための二次救急医療機関等に

対する救急医療の提供に必要な支援等を行います。 

○ 二次救急医療機関等に対する耐震整備事業等の国庫補助を活用し、二次救急機能の量的確保と

質の充実を図ります。 

○ 二次救急医療機関の「出口問題」については、高齢化の進展に伴う独居高齢者の更なる増加等を

踏まえ、在宅復帰が困難な医療必要度が高い患者の長期療養の受け皿となる医療・介護施設の量的

確保と連携強化に向けた取組みを検討します。 

 

（４）三次救急・ドクターヘリ（県、市町村、関係機関、医療機関・医療関係者） 

○ 全ての二次保健医療圏で救命救急センターが設置されたことから、今後は、地域の二次・三次救急

医療機関の医療資源・医療需要を踏まえた量的確保を図るとともにセンター機能の質の充実に向けた

取組みについて検討します。 

○ 救命救急センターの国の充実段階評価の見直しに伴い、県の救命救急センターの指定などについて、

地域の二次・三次救急医療機関との機能分化・連携等の視点などを踏まえて見直しを検討します。 

○ 救命救急センターの「出口問題」については、高齢化の進展に伴う独居高齢者のさらなる増加等を

施策 
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踏まえ、在宅復帰が困難な医療必要度が高い患者の長期療養の受け皿となる医療・介護施設の量的

確保と連携強化に向けた取組みを検討します。 

○ ドクターヘリの安定的な運用を図るため、適切なトリアージ、出動要請及び出動決定のもとに運航でき

る体制を強化します。 

 

（５）耳鼻咽喉科救急・眼科救急（県、市町村、関係機関、医療機関・医療関係者） 

○ 引き続き６ブロック体制を維持することにより、休日の重症患者発生時の円滑な高次医療機関への

救急受入れを確保するとともに、輪番当直医の診療負担を軽減するため、地域の医療需要に適応した

効率的な初期救急体制について検討します。 

 

（６）高齢者救急（県、市町村、関係機関、医療機関・医療関係者、県民） 

○ 高齢化の進展に伴う高齢者救急の増加に対応するため、引き続き二次救急医療機関等を中心に急

性期治療経過後のリハビリテーション機能を担う回復期リハビリテーション病棟や在宅等急病時の入院

受入れ機能を担う地域包括ケア病棟への転換を促進し、高齢者救急における地域完結型医療を推進

します。 

○ 在宅・介護施設等の患者の急病による「時々入院」が、在宅医療を担う診療所との病診連携のもと、

地域内で切れ目なく完結されるよう、緊急時の入院受入れ機能を担う在宅療養（後方）支援病院の量

的確保を推進します。 

○ 患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療が患者・家族、医療・介護提供者の合意形成

のもと適切に提供される医療体制のあり方について議論を深め、実施方策を含め検討していきます。 

 

（７）情報システム（県、市町村、関係機関、医療機関・医療関係者） 

○ 神奈川県救急医療情報システムを引き続き運用し、救急関係機関への応需情報の提供を続けると

ともに、情報精度の向上など機能の充実に努めます。 

○ 県の救急医療体制の機能分化・連携を支援するため、神奈川県救急医療情報システム及び神奈

川県救急医療中央情報センターの医療資源をより有効活用できる方策について検討します。 

 

（８）適正受診の促進（県、市町村、関係機関、医療機関・医療関係者、県民） 

○ 救急医療体制に関する理解や適切な医療機関の選択等に係る適正受診の促進、並びに患者や家

族が身近に相談できる「かかりつけ医」等を持つことを通じて健康寿命の延伸のためのセルフメディケー

ションの必要性を認識してもらい、県民が主体的に医療に関わっていくよう、普及啓発に取り組みます。 

○ 二次・三次救急医療機関への軽症患者の受診を抑制し、休日夜間急患診療所等の初期救急機能

が効率的かつ効果的に発揮されるよう、適正受診の促進に資するための全県民を対象にした 24 時間

365日の救急電話サービス（救急電話相談・医療機関案内）の段階的な導入について検討します。 
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目標項目 現状 
目標値 

（平成 35年度） 
目標値の考え方 目標項目設定理由 

重症以上傷病者の

搬送件数 

全体に占める、現場

滞在時間が 30分以

上の割合 

7.62％ 

（消防庁「平成 27年

救急搬送における

医療機関の受入状

況等実態調査） 

7.87％ 

高齢化による救

急搬送の増加に

伴う伸び率を抑

制するため、県に

おける平成 27-

23年の平均

7.87％以下を目

指す 

重症以上傷病者の

搬送件数の増加を

見込んだうえで、左

記目標値を現行レベ

ルに抑制することで、

救急医療へのアクセ

スを確保するための

指標となるため 

心肺機能停止傷病

者全搬送人員のう

ち、一般市民による

除細動実施件数 

135件 

（平成 28年度版救

急救助の現況） 

148件 

平成 24年から

27年までの一般

市民による除細

動実施件数実績

を考慮し、計画期

間中の伸び率

1.1倍増を目指

す 

県民に対するＡＥＤと

その使用方法の普

及施策の指標となる

ため 

二次救急を担う医療

機関に対する病院

群輪番制参加医療

機関の割合 

82.5％ 

（平成 29年県独自

調査） 

80.0％ 

医療機関数が減

少傾向にある中

で、80％の参加

率を維持する 

課題である二次救急

医療機関の量的確

保と質の充実を図る

指標となるため 

 

■用語解説 

※１ バイスタンダー 

救急現場に居合わせた人（発見者、同伴者等）のこと。 

※２ プレホスピタル・ケア 

急病人などを病院に運び込む前に行う応急手当。主として、救急車内で行うものをいう。病院前救護。プレホスピタ

ル・ケアを担う代表的な職種が救急救命士であり、救急救命士の業務として、救急救命処置を行う。救急救命士の処

置範囲の拡大と業務の高度化を図るため、平成 15年以降、心肺機能停止傷病者に対する医師の包括的指示下での

除細動、気管挿管、薬剤（アドレナリン）投与が認められた。さらに平成 21年には、アナフィラキシーショックにより生命が

危険な状態にある傷病者が、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン製剤（エピペン）を処方されている者へのアドレナ

リン製剤（エピペン）の投与、平成 23年には、気管挿管においてビデオ喉頭鏡の使用、平成 26年には、心肺機能停止

前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブトウ糖溶液の投与が認めら

れている。 

※３ メディカルコントロール 

救急現場から医療機関への搬送途上において、救急救命士を含む救急隊員の応急処置の質を医学的観点から保

目標 
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障すること。 

※４ 在宅当番医制 

地区医師会に所属する医療機関等が、当該地区医師会の区域において、休日、夜間に交代で自院において初期救

急患者の診療を行うこと。 

※５ 病院群輪番制 

救急車による直接搬送や、かかりつけの診療所など初期救急医療機関から転送されてくる重症救急患者に対応する

ための制度。各市や地域単位で、休日や夜間に対応できる医療機関が日を決めて順番に担当する輪番制で対応。 

※６ 救急病院等の認定 

医療機関（病院及び診療所）から都道府県知事に対して、救急業務に関し、協力する旨の申し出があったもののうち、

「救急病院等を定める省令」に基づき、都道府県知事が認定・告示すること。 

※７ ドクターヘリ 

医師、看護師が同乗し患者を搬送する救急専用のヘリコプターのこと。 

※８ 重篤 

生命の危険が切迫しているもの。 

※９ 重症 

生命に危険があるもの。 

※10 中等症 

生命の危険はないが、入院の必要があるもの。 

※11 軽症 

入院の必要がないもの。 

※12 特定機能病院 

高度の医療の提供、高度の医療に関する開発・評価及び研修を行う能力を備える病床数400床以上の大学病院の

本院等が承認の対象。県では、公立大学法人横浜市立大学附属病院、聖マリアンナ医科大学病院、北里大学病院、

東海大学医学部付属病院が指定を受けている。 

※13 応需情報 

手術の可否、空床の有無等、診療依頼に応じられるか否かの情報。 

※14 「時々入院」 

在宅療養の過程において、生活習慣病等に起因する心臓・肺・肝臓等の慢性疾患は、時々重症化しながら、徐々に

機能が低下していくコースをたどるため、時々の急性増悪による入院対応が求められる。 

※15 地域完結型医療 

医療機能の分化・連携を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ目なく必要

な医療が提供される体制。 

※16 「出口問題」 

二次・三次救急医療機関に搬送された患者が救急医療用の病床を長時間使用することで、新たな救急患者の受け

入れが困難になること。具体的には、急性期を乗り越えたものの、重度の脳機能障害の後遺症がある場合や合併する

精神疾患によって一般病棟では管理が困難である場合、さらには人工呼吸管理が必要であること等により、自宅への退

院や他の病院への転院が困難となっている。 

※17 トリアージ 

最善の治療を行うため、傷病者の緊急度に応じて、搬送や治療の優先順位を決めること。 
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※18 在宅療養（後方）支援病院 

在宅療養支援病院（許可病床200床未満）、在宅療養後方支援病院（許可病床200床以上）は、施設基準に位置

付けられた病院で、在宅療養において、24時間連絡を受ける体制、24時間の往診・訪問看護体制（在宅療養後方支

援病院を除く。）、緊急時の入院体制を確保するなど、在宅医療を担う診療所との病診連携が行われている医療機関。 

※19 救急安心センター事業（＃7119） 

総務省消防庁が推進する、共通の短縮ダイヤル「#7119」を使用し、医師、看護師、相談員等が、すぐに救急車を呼

ぶべきか、すぐに医療機関を受診すべきか等の医療相談、受診可能な医療機関案内等、判断に悩む住民（全年齢）

からの相談に助言を行う24時間365日の救急電話サービス。 

※20 セルフメディケーション 

自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。 

 

■神奈川県の救急医療体制 

平成29年４月現在  

  

●周産期救急医療　　　●小児救急医療
●耳鼻咽喉科救急医療　　●眼科救急医療　　●精神科救急医療

連　　携

地域情報センター
・横浜
・川崎
・相模原

県
中央情報
センター

連　　携

●ドクターヘリ

【初期救急】

【救急医療情報システム】

●休日夜間急患診療所・センター
　　・医科４６か所　　　・歯科２２か所
●在宅当番医制
　　・３市７町

情報
提供

・救急蘇生　等
　気管挿管
　薬剤投与

小児救急
電話相談　等

重
　
　
　
症
　
　
　
度

時　間　の　経　過

【病院前救護】

【救急救命士等】

県メディカルコントロール協議会
　・全県５ブロック体制

４医科大学
横浜市立大学医学部、北里大学医学部
聖マリアンナ医科大学、東海大学医学部

（複数科にわたる重症・重篤な救急患者）
●救命救急センター（１８センター）
　（県が指定）

【三次救急】

(手術・入院を要する救急患者)

● 二次救急医療機関
　・１８１医療機関

【二次救急】

【特殊救急】

・AED
・心肺蘇生法

【ﾊﾞｲｽﾀﾝﾀﾞｰ】

救
急
患
者
の
発
生

【初期救急】

●休日夜間急患診療所等

・医科４８か所 歯科２０か所

●在宅当番医制

●二次救急医療機関

・184機関

●救命救急センター（21センター）
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■救命救急センター設置状況（神奈川県が指定） 

平成29年４月現在  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
① 聖マリアンナ医科大学病院（川崎市宮前区） 
② 国立病院機構横浜医療センター（横浜市戸塚区） 
③ 北里大学病院（相模原市南区） 
④ 東海大学医学部付属病院（伊勢原市） 
⑤ 昭和大学藤が丘病院（横浜市青葉区） 
⑥ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（横浜市旭区） 
⑦ 横浜市立大学附属市民総合医療センター（横浜市南区） 
⑧ 横須賀共済病院（横須賀市） 
⑨ 日本医科大学武蔵小杉病院（川崎市中原区） 
⑩ 川崎市立川崎病院（川崎市川崎区） 
⑪ 藤沢市民病院（藤沢市） 
⑫ 済生会横浜市東部病院（横浜市鶴見区） 
⑬ 小田原市立病院（小田原市） 
⑭ 横浜市立みなと赤十字病院（横浜市中区） 
⑮ 横浜市立市民病院（横浜市保土ヶ谷区） 
⑯ 横浜労災病院（横浜市港北区） 
⑰ 横須賀市立うわまち病院（横須賀市） 
⑱ 湘南鎌倉総合病院（鎌倉市） 
⑲ 横浜南共済病院（横浜市金沢区） 
⑳ 海老名総合病院（海老名市） 
㉑ 平塚市民病院（平塚市） 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑨ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
⑮ 

⑯ 

⑱ 

⑰ 

⑲ 

⑳ 

○21 
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■地区メディカルコントロール協議会の区割り図               平成29年４月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ド ク タ ー ヘ リ 運 用 の 流 れ

⑤ドクターが診察・治療をしながら救命救急センターへ搬送

①救急隊からドクターヘリを要請

④救急車とドクターヘリは、

指定されたヘリポートで

ドッキング

ドクターヘリが待機する救命救急センター

③ドクターヘリ出動

②救命救急センターへ、

ドクターヘリを要請

ヘリポート

消防機関

急患発生

※救急隊がドクターヘリによる搬送の必要性を判断

患者の動き 情報の動き

川崎市

横浜市

三浦半島地区

愛川町

山北町

真鶴町

多摩区

清川村

大井町

麻生区

宮前区

茅ヶ崎市

保土ヶ谷区

湯河原町

南足柄市

横須賀市

神奈川区

伊勢原市

小田原市

大磯町
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■耳鼻咽喉科救急・眼科救急医療システム体制図               平成29年４月現在 

■耳鼻咽喉科救急システム体制図 

 

■眼科救急医療システム体制図 

 

　

診療時間

休日診療日

午前９時～午後５時また
は午前10時～午後６時

愛川町

山北町

真鶴町

多摩区

清川村

大井町

麻生区

宮前区

茅ヶ崎市

保土ヶ谷区

湯河原町

相模原市

南足柄市

横須賀市

神奈川区

伊勢原市

小田原市

大磯町

二宮町

厚木市

中井町開成町

松田町

綾瀬市

寒川町

座間市

三浦市

大和市

鎌倉市

藤沢市

逗子市

栄区

平塚市

秦野市

葉山町

海老名市

磯子区
戸塚区

青葉区

港北区

港南区

金沢区

泉区
南区

緑区

中区

幸区

西区

都筑区

中原区

高津区

鶴見区

川崎区

瀬谷区

旭区

箱根町

川 崎

三浦半島

湘 南

相模・県央

横 浜

県 西

固定 在宅

愛川町

山北町

真鶴町

多摩区

清川村

大井町

麻生区

宮前区

茅ヶ崎市

保土ヶ谷区

湯河原町

相模原市

南足柄市

横須賀市

神奈川区

伊勢原市

小田原市

大磯町

二宮町

厚木市

中井町開成町

松田町

綾瀬市

寒川町

座間市

三浦市

大和市

鎌倉市

藤沢市

逗子市

栄区

平塚市

秦野市

葉山町

海老名市

磯子区
戸塚区

青葉区

港北区

港南区

金沢区

泉区
南区

緑区

中区

幸区

西区

都筑区

中原区

高津区

鶴見区

川崎区

瀬谷区

旭区

箱根町

川 崎

三浦半島

東湘・鎌倉

横 浜

県 西

相模原・県央

診 療 日 休日

午前９時～午後５時または
午前10時～午後６時

診療時間

固定

在宅

併用
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〇 精神科救急医療体制は、急な発症や症状の悪化により早急に適切な精神科医療が必要な場合に、

本人や家族からの相談に対応し医療機関につなげるとともに、精神保健福祉法に基づく診察等を

行うものです。 

○ 県と横浜市、川崎市及び相模原市が協調し、県内の精神科医療機関の協力を得て、実施してい

ます。 

○ 精神障がい者の人権を尊重し、症状に応じた適切な医療を、いつでも身近なところで安心して

受けられるように、精神科救急医療提供体制等のさらなる充実を図ります。 

 

 

 

（１）精神科救急医療体制 

  精神科救急医療体制は、平成19年10月から、初期救急（外来診療のみで入院を要しない者に

対応する精神科救急）、二次救急（患者の同意による任意入院、家族等の同意による医療保護入

院を要する者に対応する精神科救急）、三次救急（精神保健福祉法第23条の規定に基づく警察官

の通報）について、365日24時間体制を整備しています。 

〇 精神科救急医療に対応できる医療機関が偏在し、身近な地域での受入体制の確保が困難な地

域もあることから、精神科救急医療圏を全県１圏域として受入体制を整備しています。 

○ 精神科救急医療相談窓口（開設時間：17：00～翌8：30）における初期・二次救急の相談受付

件数は、平成28年度は8,570件となっており、平成24年度からほぼ横ばいです。そのうち、かか

りつけ医療機関がある患者は約70％を占めています。 

○ 精神保健福祉法第23条の規定に基づく警察官の通報件数は、平成28年度は1,615件となって

おり、平成24年度に比べて1.4倍増加しています。時間帯別でみると、夜間から深夜の通報件数

が他の時間帯に比べて特に増加しています。 

〇 夕方から夜間にかけて、患者及びその家族等からの相談受付体制や救急医療機関の受入体制

の切替わりに伴い、医療機関の紹介や三次救急対応が困難な時間帯があります。 

○ 平成25年４月から、土日の夕方から夜間における受入医療機関を増やし、受入体制を強化し

ています。 

○ 夜間から深夜にかけて、患者及びその家族等からの相談や警察官の通報が複数件重なり、救

急のベッドが満床となった場合、医療機関の紹介や三次救急対応が翌日まで持ち越されてしま

うことがあります。 

○ 平成29年４月から、警察官の通報件数の多い夜間から深夜の時間帯に対応するため、新たに

深夜帯の受入医療機関を増やし、受入体制を強化しています。 

 

 

 

 

第２節 精神科救急 

現状 
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【精神科救急医療体制参加医療機関数（平成29年４月現在）】 

基幹病院（※１） ７病院 平日輪番病院（※２） 37病院 

休日輪番病院（※３） 44病院 夜間輪番病院（※４） 28病院 

土日午後輪番病院（※５） 44病院 深夜輪番病院（※６） 8病院 

身体合併症転院受入病院（※７） ３病院   

  ※１ 基幹病院 休日・夜間・深夜の二次・警察官通報の受入を行う病院 

  ※２ 平日輪番病院 輪番で平日昼間の警察官通報の受入を行う精神科病院等 

  ※３ 休日輪番病院 輪番で休日昼間の初期・二次・警察官通報の受入を行う精神科病院 

  ※４ 夜間輪番病院 輪番で夜間の初期・二次・警察官通報の受入を行う精神科病院 

  ※５ 土日午後輪番病院 輪番で土日の14時から20時に初期・二次・警察官通報の受入を行う精神

科病院 

  ※６ 深夜輪番病院 輪番で深夜の初期・二次・警察官通報の受入を行う精神科病院 

  ※７ 身体合併症転院受入病院 精神科病院から身体合併症患者の転院を受入れる専用病床を 

持つ病院 

 

（２）身体合併症等の受入体制 

〇 精神科救急医療体制を利用して入院後、身体疾患の治療が必要になった場合、身体疾患の治

療を行うための受入医療機関について、平成19年度から身体合併症転院事業を実施しています。 

○ 精神疾患と身体疾患を合併する救急の取組みとして、「神奈川県傷病者の搬送及び受入れの実

施基準」における精神疾患を有する傷病者に係る基準の受入医療機関確保基準に記載する広域

（２つの二次保健医療圏域を合わせた程度の範囲をいう。第２節においては以下同じ。）の身体

合併症対応施設が平成28年３月に新たに４医療機関指定され、計６医療機関が身体合併症対応

施設として指定されています。 

○ 県西部における精神疾患を伴う救急患者の受入れを拡充するため、平成28年度から２年間で

県域の救命救急センター２ヶ所において、精神疾患対応救急医の人材養成を行いました。 

○ 精神疾患を有する妊産婦については、救急搬送先の選定が円滑に進まない場合があります。 

 

（３）薬物等依存症患者の受入体制 

○ 薬物等依存症の治療及び回復支援の充実を図るため、平成26年10月に「依存症治療拠点機

関設置運営事業」（国のモデル事業）により県内精神科医療機関１ヶ所を依存症治療拠点機関

として指定し、依存症に関する専門的な相談支援・研修、関係機関との連携・調整、県民への

普及啓発等を推進しています。 

○ 精神科救急医療体制の中で薬物等依存症患者に医療を提供できる地域の専門医療機関が少

ない状況です。 

 

 

 

（１）精神科救急医療体制の充実 

〇 平日の夕方から夜間にかけて、受入医療機関数が限られており、身近な地域での受入が困難

課題 
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なことから、アクセスの改善に向けた取組みが必要です。 

○ また、平日の夕方から夜間にかけて、患者及びその家族等からの相談受付体制や救急医療機

関の受入体制の切替わりに伴う受入困難な時間帯の解消に向けた取組みが必要です。 

○ 初期・二次救急においては、かかりつけ医療機関がある患者の割合が高いという課題があり

ます。 

 

（２）身体合併症等の受入体制整備 

○ 横須賀・三浦地域を含む広域の身体合併症対応施設が指定されていないことから、引き続き

身体合併症対応施設の整備が必要です。 

○ 精神疾患と身体疾患の救急医療体制については、一般救急医療機関の受入体制の強化、後方

受入れ病院の確保、地域医療機関の連携などについて総合的に強化することが必要です。 

○ 精神疾患を有する妊産婦については、救急搬送先の選定が円滑に進まない場合があるため、

対応策の検討を進めていく必要があります。 

 

（３）薬物等依存症患者の受入体制整備 

〇 地域において薬物等依存症に対応できる医療機関を整備し、依存症専門医療機関として明確

にすることが必要です。 

 

 

 

（１）精神科救急医療体制の充実（県、政令指定都市、医療機関・医療関係者） 

〇 身近な地域での受入体制を確保し、平日の夕方から夜間にかけて、アクセスの向上を図るた

め、受入医療機関数を増やします。 

○ 切れ目のない受入体制を確保するため、平日の夕方から夜間にかけて、受入医療機関の病院

機能や役割を踏まえつつ、精神科救急医療体制を見直します。 

○ 初期・二次救急において、より適切な医療を救急患者に提供するため、精神科救急医療機関

とかかりつけ医療機関との連携を強化する取組みを推進します。 

 

（２）身体合併症等の受入体制整備（県、政令指定都市、消防機関、医療機関・医療関係者） 

○ 全県域に対応可能な身体合併症の受入体制を構築するため、横須賀・三浦地域を含む広域の

身体合併症対応施設を新たに指定します。 

○ 精神疾患と身体疾患の救急医療体制について、関係機関（精神科救急医療機関、一般救急医

療機関、消防機関）との連携を強化する取組みを推進します。 

○ 精神疾患を有する妊産婦の救急搬送が円滑に進むよう、原因の調査及び方策の検討を進めて

いきます。 

 

（３）薬物等依存症患者の受入体制整備（県、政令指定都市、医療機関・医療関係者） 

〇 薬物等依存症に対応できる医療機関を依存症専門医療機関として選定し、薬物等依存症患者

の受入体制の整備を進めるとともに、精神科医療機関や精神科医療機関以外の医療機関の医療

施策 
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従事者等を対象とした研修を実施し、医療連携体制の構築を推進します。 

 

 

 

目標項目 
現状 

（平成29年度） 

目標値 

（平成35年度） 
目標値の考え方 目標項目設定理由 

平日の夕方から夜

間の受入医療機関

数（本掲） 

８施設 ９施設 

現状より受入医

療機関数を増や

す 

平日の夕方から夜

間にかけて切れ目

のない体制の整備

とアクセスの向上

を図るため 

精神科救急・身体

合併症対応施設数

（本掲） 

６施設 ７施設 

横須賀・三浦地

域を含む広域の

身体合併症対応

施設１施設を整

備する 

県全域に対応でき

るよう広域の身体

合併症対応施設を

整備する必要があ

るため 

（※現状はいずれも県独自調査） 

  

目標 
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■神奈川県の精神科救急医療体制 

 

＜精神科救急医療体制 受付状況＞           ※ 平日昼間を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 在宅等で急に発症、症状の悪化があった場合 

かかりつけ医 

診療所、精神科病院等 

精神科救急医療情報窓口 

（夜間・深夜・休日） 

警察官通報受付窓口 

（24時間） 

警察官通報 

保健福祉事務所（保健所） 

（平日昼間） 

（平日昼間） 

自傷他害のおそれ

がある場合 

平日昼間 夜間・深夜・休日 かかりつけ医が

いる場合 

基幹病院 当番診療所 休日輪番病院 平日輪番病院 

夜間輪番病院 

深夜輪番病院 

土日午後輪番病院 

相談援助 

医療機関紹介等 

＜365日24時間＞ 

年度 
受付総件数 

初期・二次救急 ※ 警察官通報等 

平成24年 8,472 1120 

平成25年 7,932 1367 

平成26年 8,155 1252 

平成27年 8,269 1359 

平成28年 8,570 1615 
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〇 平成28年熊本地震等の検証を踏まえ、今後発生が予測される都心南部直下地震、三浦半島断

層群の地震、神奈川県西部地震、東海地震、南海トラフ巨大地震、大正型関東地震等とそれら

に伴って発生する大規模な災害や局地的な風水害、大規模な事故等の局地災害に備え、県民の

命と健康を守るため、「神奈川県保健医療救護計画」（令和２年10月改定）に基づき、災害拠点

病院を中心とした医療救護体制を構築する必要があります。 

〇 そのため、災害拠点病院の機能強化等を図り、災害時保健医療体制の整備を促進します。 

 

 

 

（１）災害拠点病院の整備 

〇 災害拠点病院は、多発外傷（※１）、挫滅症候群（※２）、広範囲熱傷（※３）等、災害時に

多発する重症者の救命医療を行うための高度な診療機能を有しています。 

〇 また、災害派遣医療チーム（※４ ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team）等の活動

拠点となるなど、被災地域の医療の中心的な役割を果たしています。 

〇 県が指定している災害拠点病院は、平成30年３月現在で33病院です。 

 

（２）ＤＭＡＴの整備 

〇 災害拠点病院は全てＤＭＡＴを保有しており、複数のＤＭＡＴを保有する災害拠点病院は 

平成29年３月現在で15病院です。 

〇 県内で発生した大規模災害を対象に活動する神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ（※５）を保有する災害 

拠点病院は平成29年３月現在で26病院です。 

 

（３）災害時保健医療体制の整備 

〇 県では、災害時に迅速かつ的確な医療を確保するため、県災害対策本部の下に保健医療調整

本部を設置するとともに、災害医療に精通した県内の複数の医師で構成される県災害医療コー

ディネーターを委嘱し、県医師会、災害拠点病院等の関係機関と連携した医療救護活動を実施

します。 

〇 また、各地域では、原則として二次保健医療圏ごとに地域災害医療対策会議を設置し、県保

健福祉事務所が事務局となり、郡市医師会、災害拠点病院等の医療関係者、地域災害医療コー

ディネーター、市町村（政令指定都市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町を除く）、消防等の行政関

係者等と連携した医療救護活動を実施します。 

〇 政令指定都市、藤沢市、茅ケ崎市（寒川町含む）は、管轄区域単位で地域災害医療対策会議

に相当する会議を設置し、県と連携して医療救護活動を実施します。 

 

（４）災害拠点精神科病院の整備 

 ○ 災害拠点精神科病院は、災害時において、被災した精神科病院からの患者の受入れや、患者

第３節 災害時医療 

現状 
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搬送のための一時的避難所を運営するなど、精神科医療を行うための診療機能を有しています。 

○ また、被災地域等における精神科医療及び精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ：Disaster Psychiatric Assistance Team）の派遣機能を有しています。 

○ 県では令和２年４月に地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立精神医療センター

を災害拠点精神科病院に指定しています。 

 

（５）ＤＰＡＴの整備 

〇 災害時、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下し、さらに災害によるストレス等によ

り、新たに精神的問題が生じることがあります。このような場合に、被災地域の精神保健医療

のニーズの把握、専門性の高い精神科医療の提供や精神保健活動の支援等を行うために、災害

派遣精神医療チーム「かながわＤＰＡＴ（※６）」を整備しています。 

 

 

 

（１）災害拠点病院の整備 

〇 「災害拠点病院指定要件の一部改正について」（平成29年３月31日付医政発第0331第33号）

により、災害拠点病院の要件として、被災後、早期に診療機能を回復するための業務継続計画

の整備及び同計画に基づく研修及び訓練の実施等が追加され、早急な対応が求められています。 

 

（２）ＤＭＡＴの整備 

〇 災害時の現場対応力の充実強化を図るため、中心的な役割を担う災害拠点病院について、複

数のＤＭＡＴの整備が必要です。 

〇 医療救護体制の強化を図るため、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの整備が必要です。 

 

（３）災害時保健医療体制の整備 

〇 災害時に被災地内で行われる医療救護活動を効率的に行うため、県保健医療調整本部等にお

けるコーディネート機能を強化し、ＤＭＡＴや保健医療活動チーム等の受入・派遣調整能力を

高めることが必要です。 

〇 県内各地域に設置される地域災害医療対策会議について、所管区域内での連絡体制を整備し、

発災時の円滑な情報伝達を確立することが必要です。 

〇 災害時の公衆衛生の分野について、県保健医療調整本部と県内各地域の連絡体制及び指揮系

統を整備することが必要です。 

〇 災害時における避難所等の被災者に対して、感染症のまん延防止、衛生面のケア、生活不活

発病等の防止、要配慮者へのサポートに関してより質の高いサービスを提供することが必要で

す。 

〇 災害時には多数の傷病者の発生が見込まれることから、現場において迅速かつ適切に対応で

きる人材を育成することが必要です。 

〇 平常時から実践的な訓練を行い、災害急性期における対応力の充実強化を図ることが必要で

す。 

課題 
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〇 県外発災時における応援派遣について、その実施体制を整備することが必要です。 

 

（４）災害拠点精神科病院の整備 

○ 災害拠点精神科病院の要件として、被災後に早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計

画が整備されていること及び同計画に基づき被災した状況を想定した研修及び訓練を実施す

ること、地域の精神科医療機関及び地域医師会等の医療関係団体とともに定期的な訓練や研修

を実施することとされており、早急な体制整備が必要です。 

 

（５）ＤＰＡＴの整備 

〇 災害の規模や程度に応じた被災者への専門性の高い精神科医療の提供や精神保健活動の支

援を行うために、ＤＰＡＴの体制整備の推進を図ることが必要です。 

〇 かながわＤＰＡＴの構成員が現場において迅速にかつ適切に対応できるように人材を育成

することが必要です。そのために、平常時から実践的な訓練を行い、災害時における対応力の

充実強化を図ることが必要です。 

 

 

（１）災害拠点病院の整備（医療機関・医療関係者） 

〇 県は、災害拠点病院の施設整備等を進め、災害時の病院の機能強化を図ります。 

〇 医療機関・医療関係者は、被災後、早期に診療機能を回復できるよう業務継続計画の整備や

業務継続計画に基づく研修及び訓練の実施等に取り組みます。 

 

（２）ＤＭＡＴの整備（県、医療機関・医療関係者） 

〇 県は、被災時に中心的な役割を担う災害拠点病院について、複数のＤＭＡＴの整備を進めま

す。 

〇 県は、医療救護体制の強化を図るため、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの整備を進めます。 

〇 県と災害拠点病院は、国主催の大規模地震時医療活動訓練や関東ブロックＤＭＡＴ訓練に参

加し、他の都道府県ＤＭＡＴとの連携強化を図ります。 

 

（３）災害時保健医療体制の整備（県、市町村、医療機関・医療関係者） 

〇 県は、平時においても、災害医療コーディネーターを中心に構成される会議体を通じて、医

療救護体制や人材育成、訓練のあり方などを常に検討し、災害時保健医療体制の充実強化を図

ります。 

〇 県は、災害拠点病院に準ずる設備・機能を有する「災害協力病院」の指定をさらに進め、医

療救護体制の強化を図ります。 

〇 県、市町村及び医療機関は、発災時の円滑な情報伝達を確立するため、県内各地域に設置さ

れる地域災害医療対策会議について、所管区域内での連絡体制を整備します。 

〇 県は、災害時の公衆衛生の分野においても、県保健医療調整本部と県内各地域の連絡体制及

び指揮系統を整備します。 

〇 県は、災害急性期を脱した後も、避難所等の被災者に対して、感染症のまん延防止、衛生面

施策 
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のケア、生活不活発病等の防止、要配慮者へのサポートに関して継続的で質の高いサービスを

提供できるよう、体制整備に取り組みます。 

〇 県は、災害時に、現場において迅速かつ適切に対応できる人材を育成するため、医療機関、

県、市町村の職員を対象にトリアージ技術習得等の研修を実施します。 

〇 県と市町村及び医療機関は、「ビッグレスキューかながわ（県・市総合防災訓練）」等の訓練

に参加し、消防を含めた市町村、災害拠点病院、一般医療機関等の連携強化を図ります。 

○ 県は、災害時に、病院の被害状況を迅速に把握するため、全病院を対象としたＥＭＩＳ（※

７）操作訓練を実施します。 

〇 県は、県保健医療調整本部に県災害医療コーディネーターのサポートとして小児・周産期医

療に特化した調整役である「災害時小児周産期リエゾン」を配置し、医療救護体制における小

児・周産期分野の体制強化を進めていきます。「災害時小児周産期リエゾン」は、厚生労働省

の実施する養成研修を修了した者を中心に、災害発生時に県保健医療調整本部に参集可能な医

師を指定します。 

〇 県は、県外発災時における応援派遣についても実施体制を整備します。 

 

（４）災害拠点精神科病院の整備 

○ 県は、災害拠点精神科病院との調整を進め、精神科医療において実効性のある災害対策を推

進する体制整備を図ります。 

○ 医療機関・医療関係者は、被災後、早期に診療機能を回復できるよう業務継続計画の整備や、

業務継続計画に基づく研修及び訓練の実施等に取り組みます。 

 

（５）ＤＰＡＴの整備 

〇 県は、ＤＭＡＴや医療救護班、精神科病院協会、精神神経科診療所協会等、関係機関との連

携強化を図り、災害時に円滑な精神科医療の提供や精神保健活動の支援ができるように調整を

行います。 

〇 県は、災害が発生し、必要な場合には、県内外のＤＰＡＴチームの受入・派遣調整等を行い

ます。 

〇 県は、平時においても、災害時の精神医療について検討する会議体を通じて、災害派遣精神

医療体制や人材育成、研修などのあり方を常に検討し、災害派遣精神医療体制の充実強化を図

ります。 

〇 県は、平時から、ＤＰＡＴに関する研修会を開催するなど、災害時に適切な対応ができる人

材育成を行います。 

〇 県は、保健医療救護計画に基づきかながわＤＰＡＴの体制整備を推進するとともに、市町村、

保健福祉事務所等と連携して災害時のこころのケア対策の体制整備を行います。 
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（※現状はいずれも県独自調査） 

■用語解説 

※１ 多発外傷 

生命にかかわるような重い外傷が、頭部と胸部、腹部と手足など身体の複数部分に同時にみられる状態。 

※２ 挫滅症候群 

身体の一部が長時間挟まれるなどして圧迫され、その解放後に起こる様々な症候。 

※３ 広範囲熱傷  

ショック症状や重症感染症、多臓器不全など全身の重篤な症状が表れる熱傷。 

※４ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

災害の急性期（災害発生から48時間以内）に活動できる機動性を持ち、厚生労働省が実施する「日本ＤＭ

ＡＴ隊員養成研修」を受講した救急治療を行うための専門的な訓練を受けたチームのことで、「Disaster 

Medical Assistance Team」の略であり、医師、看護師、業務調整員で編成されている。 

※５ 神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ 

「神奈川Disaster Medical Assistance Team Local」の略であり、厚生労働省が認めた研修プログラムに基づ

いて、都道府県が実施する「ＤＭＡＴ隊員養成研修」を受講した神奈川県内を活動場所とする救急治療を行

目標項目 
現状 

（平成29年度） 

目標値 

(令和５年度) 
目標値の考え方 目標項目設定理由 

複数のＤＭＡＴを

保有する災害拠点

病院の数 

15 30 

複数ＤＭＡＴを

保有する災害拠

点病院の数を現

状の２倍とする 

複数のＤＭＡＴを

保有することによ

り、急性期におけ

る医療救護活動の

強化を図ることが

できるため。 

ＥＭＩＳの操作訓

練を実施している

病院の割合 

32.7% 

(※平成28年度の数

値) 

100% 

全病院のＥＭＩ

Ｓ操作訓練の参

加 

病院がEMISの操作

方法を習得し、災

害時に被災状況等

を発信することに

より、迅速な医療

救護活動が可能と

なるため。 

かながわＤＰＡＴ

登録機関等の数 
12 18 

各医療圏域に配

置する登録機関

を２機関とする 

ＤＰＡＴの登録機

関等の数を増やす

ことで迅速な災害

派遣精神医療体制

の充実強化を図る

ことができるた

め。 

目標 
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うための専門的な訓練を受けたチームのことで、医師、看護師、業務調整員で編成されている。 

※６ かながわＤＰＡＴ 

「かながわDisaster Psychiatric Assistance Team」の略であり、県と政令指定都市が、被災地に継続して派 

遣する災害派遣精神医療チームのことで、精神科医師、保健師又は看護師、業務調整員で編成されている。 

※７ ＥＭＩＳ  

広域災害・救急医療情報システム。「Emergency Medical Information System」の略であり、災害時における 

全国ネットの災害医療に係る総合的な情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種

情報の集約・提供を行うもの。最新の医療資源情報、超急性期の診療情報、急性期以降の患者受入情報、Ｄ

ＭＡＴ活動情報等を収集する。 

  



- 49 - 

 

■神奈川県災害拠点病院等の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療圏 No 病院名 医療圏 No 病院名

横浜 01 昭和大学藤が丘病院 横須賀三浦 20 横須賀共済病院

横浜 02 横浜労災病院 横須賀三浦 21 横須賀市立市民病院

横浜 03 昭和大学横浜市北部病院 湘南東部 22 藤沢市民病院

横浜 04 済生会横浜市東部病院 湘南東部 23 茅ヶ崎市立病院

横浜 05 聖マリアンナ横浜市西部病院 湘南西部 24 東海大学医学部付属病院

横浜 06 けいゆう病院 湘南西部 25 平塚市民病院

横浜 07 横浜市立市民病院 湘南西部 26 秦野赤十字病院

横浜 08 国立病院機構横浜医療センター 県央 27 厚木市立病院

横浜 09 横浜市大市民総合医療センター 県央 28 大和市立病院

横浜 10 済生会横浜市南部病院 相模原 29 北里大学病院

横浜 11 横浜市大附属病院 相模原 30 相模原協同病院

横浜 12 横浜南共済病院 相模原 31 相模原赤十字病院

横浜 13 横浜市立みなと赤十字病院 県西 32 県立足柄上病院

川崎 14 聖マリアンナ医科大学病院 県西 33 小田原市立病院

川崎 15 帝京大学医学部附属溝口病院

川崎 16 川崎市立多摩病院

川崎 17 川崎市立川崎病院

川崎 18 関東労災病院

川崎 19 日本医科大学武蔵小杉病院

神奈川県　災害拠点病院等の配置状況
（平成30年4月1日現在）

山北町

清川村

愛川町

厚木市

伊勢原市

秦野市

松

田

町

大井町 中井町
開

成
町

南足柄市

箱根町

湯河原町 真鶴町

小田原市

二

宮
町

大磯町

平塚市

海

老

名

市

寒

川

町

茅ヶ崎市

藤沢市

綾

瀬

市

座間市

大

和

市

瀬

谷
区

泉区

戸塚区

鎌倉市

麻生区

多摩区

逗子市

葉山町

横須賀市

三浦市

金沢区

栄区

磯

子
区

港南区

中区
南区

神奈川区

西区

保土ヶ谷区

旭区

青葉区

宮前区
高

津
区

中原区

港北区

都筑区

幸区

川崎区

鶴見区

緑区

緑区
中央区

南区

01

02

03

04

05

06

07

08
10

11

12

13

14

16

15

17

18 19

20

21

22
23

24

25

26

27

33

32

31

30

29

28

◎
Ｓ
Ｃ
Ｕ

◎
平
塚
保
健
福
祉
事
務
所

◎
鎌
倉
保
健
福
祉
事
務
所

◎
厚
木
保
健
福

祉
事
務
所

◎
小
田
原
保
健
福
祉
事
務
所

09



- 50 - 

 

■災害時医療救護体制 

  

支援要請及び応援派遣の基本的な流れ
（急性期：ＤＭＡＴ等）

・災害発生直後から急性期までのＤＭＡＴ関連の流れ
・ＤＰＡＴの急性期対応もこれに準ずる

※２

他都道府県の

災害拠点病院等

状況報告(EMIS)

支援要請・連絡

応援派遣

患者搬送
（転院搬送を含む）

広域医療搬送拠点臨時医療施設

（ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所）

ＤＭＡＴ隊員(本部長)

神奈川県ＤＭＡＴ調整本部

（県保健医療調整本部内）

統括ＤＭＡＴ

国（日本ＤＭＡＴ本部）

・他都道府県等

他都道府県の統括ＤＭＡＴ等

DMAT応援要請

DMAT応援派遣

SCU受入要請

航空機搬送患者搬送の同行

災害拠点病院

ＤＭＡＴ隊員

※

一般医療機関

・救護所

災害拠点病院へ搬送

SCUへ搬送

SCUへ搬送

SCU受入要請

DMAT応援要請

DMAT応援派遣

受入超過の

転院搬送

SCUへ搬送

DMAT

応援

派遣

SCU受入要請

DMAT応援要請

災害協力病院

DMAT

応援

派遣

SCU受入要請

DMAT応援要請

DMAT応援派遣

DMAT応援要請

災害拠点病院へ搬送

SCU：航空搬送拠点臨時医療施設（ステージングケアユニット）

主に航空機搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施

するための救護所として、必要に応じて被災地域及び被災地域外の

航空搬送拠点に、広域医療搬送や地域医療搬送に際して設置される

もの。
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○ 県では、厚生労働省医政局通知「周産期医療対策事業等の実施について(平成21年３月30日付)」

の周産期医療対策事業等実施要綱の第１の４に定める周産期医療体制整備指針 (第１の３

(3))(「周産期医療の確保について」(平成22年１月26日付))」に基づき、「神奈川県周産期医療体

制整備計画」を策定し、周産期医療体制の推進を図ってきましたが、同指針が、平成28年度末に

廃止となるとともに、保健医療計画への一本化の方向性が示されたことを受け、「神奈川県周産

期医療体制整備計画」を第７次神奈川県保健医療計画に組み込むこととしました(本県の周産期

医療の現状と連携体制の詳細については、第５部別冊第２章に記載されています。)。 

〇 県は、出生数の減少や高齢出産の増加など、社会情勢が変化している中で、安心して子どもを

産み、育てる環境づくりを推進していきます。 

 

 

 

（１）周産期救急医療システムの充実 

○ 県における母親の年齢別出生数を見ると、35歳未満の割合が減少し、35歳以上の割合が増

加しています。 

○ 県における体重別出生数を見ると、低出生体重児及び極(超)低出生体重児の出生割合が増加

しています。 

○ 昭和60年６月から、「神奈川県周産期救急医療システム」を運用しており、ハイリスク妊婦

から新生児まで、高度な医療水準により一貫した対応を24時間体制で確保しています。 

○ 平成６年８月から、「神奈川県周産期救急医療情報システム」を運用しており、県救急医療

中央情報センター、県周産期救急医療システム受入病院、消防機関、県関係機関等が県周産期

救急医療システム受入病院の状況を閲覧することができます。 

○ また、本システムは、同じく県で運用している「神奈川県救急医療情報システム」と並行し

て閲覧できるように整備しており、総合周産期母子医療センターを筆頭とした周産期救急医療

システム受入病院へ、産科合併症以外の精神疾患等の合併症を有する妊婦が救急搬送された際、

迅速に対応可能病院を検索できるように配慮されています。 

 

【県における母親の年齢別出生数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 周産期医療 

件数 割合 件数 割合

H12 82,906 3 1,033 8,238 30,747 31,638 71,659 86.4% 10,115 1,101 29 0 11,245 13.6% 2

H17 76,196 5 880 6,869 21,806 31,433 60,993 80.0% 13,478 1,674 50 1 15,203 20.0% 0

H22 78,077 1 765 5,921 19,542 29,722 55,951 71.7% 18,903 3,145 76 2 22,126 28.3% 0

H23 76,000 1 745 5,532 18,885 28,637 53,800 70.8% 18,591 3,535 72 2 22,200 29.2% 0

H24 75,477 1 755 5,046 18,553 28,009 52,364 69.4% 19,101 3,909 97 3 23,110 30.6% 0

H25 74,320 4 725 4,880 17,887 27,517 51,013 68.6% 18,908 4,311 85 3 23,307 31.4% 0

H26 72,996 0 664 4,546 16,849 27,525 49,584 67.9% 18,727 4,561 121 3 23,412 32.1% 0

H27 73,475 1 685 4,641 16,736 27,733 49,796 67.8% 19,019 4,540 117 3 23,679 32.2% 0

不
詳

50歳
以上

45－
49歳

40－
44歳

35歳未満 35歳以上

(出典：人口動態調査)

年 35－
39歳

30－
34歳

25－
29歳

20－
24歳

15－
19歳

15歳
未満

総 数

現状 
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周産期救急医療システム

基幹病院
中核病院
協力病院

かかりつけ医（分娩施設）
（ネットワークの中心で通常の分娩を取り扱うとともに、

妊婦の健康状態や受診歴を全般的に管理）

在宅の妊婦・家族
（かかりつけ医の充実やネットワークに関する情報提供より、妊婦・家族へ安心感を提供）

②受入病院を選定し、受け入れ確認
（情報システム・電話等）
（周産期救急受入医療機関紹介業務）

患 者

⑥症状により受入

③受入先
回答

①電話
連絡

※原則として、消防
機関の協力を得て搬
送する。

⑤'搬送用保育器
受け取り

⑤救急車出動

④搬送依頼を連絡

通常の分娩時

消防機関

日常の妊婦の健康状態の相談や
それに伴う保健指導を行う

 

【県における体重別出生数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【神奈川県周産期救急医療システム概要図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）近隣都県との連携体制の構築 

○ 平成24年１月から、県内において受入病院が見つからず、やむを得ず県域を越えた搬送を行

うに当たり、東京都との間で広域搬送連携体制を構築し、県外搬送の円滑化、搬送時間の短縮

及び医師の負担軽減を図ることを目的に、「県域を越えた周産期搬送体制構築に向けた試行」

を実施しています。 

 

（３）救急隊により直接搬送される患者の円滑な受入体制の構築 

○ 平成24年度に、傷病者の搬送及び受入れにあたり、受入先が決定しない場合に受け入れる医

療機関（受入医療機関確保基準病院）を設定しました。 

件数 割合 件数 割合 件数 割合

H12 82,906 12 176 188 0.23% 318 506 0.61% 902 5,824 7,232 8.72% 75,666 8

H17 76,196 19 212 231 0.30% 322 553 0.73% 948 5,769 7,270 9.54% 68,913 13

H22 78,077 18 218 236 0.30% 360 596 0.76% 885 6,027 7,508 9.62% 70,555 14

H23 76,000 22 225 247 0.33% 318 565 0.74% 882 5,812 7,259 9.55% 68,724 17

H24 75,477 21 194 215 0.28% 365 580 0.77% 885 5,860 7,325 9.70% 68,142 10

H25 74,320 18 181 199 0.27% 312 511 0.69% 844 5,598 6,953 9.36% 67,358 9

H26 72,996 28 209 237 0.32% 292 529 0.72% 831 5,601 6,961 9.54% 66,027 8

H27 73,475 17 190 207 0.28% 276 483 0.66% 823 5,636 6,942 9.45% 66,528 5
超低出生(超低出生体重児)…出生体重1,000g未満の新生児

極低出生(極低出生体重児)…出生体重1,500g未満の新生児

低出生(低出生体重児)…出生体重2,500g未満の新生児

年 総数
500g
未満

500－
999g

1,000－
1,499g

2,000－
2,499g

1,500－
1,999g

2,500ｇ
以上

不
詳

(出典：人口動態調査)

超低出生 極低出生
低出生
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23年度 24年度 25年度 26年度

看護師数 415 422 421 454

(出典：周産期医療体制調・周産期母子医療センターの評価)

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
NICU長期
入院児童数

6 5 8 4 10 10

GCU長期
入院児童数

10 8 2 9 6 5

出典：周産期医療ネットワークに関する実態調査(22～23年度)、
　　　周産期医療体制に係る調査及び周産期母子医療センターの評価(24～27年度)

※　22～23年度は各年度の12/31時点、24～27年度は各年度の4/1時点の数値

○ 救急隊が病院に４回以上照会を行った割合は、減少傾向にありますが、救急隊が病院に30分

以上照会を行った割合は概ね横ばいとなっています。 

 

【妊産婦の搬送件数と救急隊が病院に４回(30分)以上照会を行った割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）NICU等周産期施設等の整備・充実 

○ 県におけるNICU設置数は、平成23年度では185床となっていましたが、平成28年度では、213

床となっています。 

○ 周産期母子医療センターのNICUに勤務する看護師は平成23年度には415人でしたが、平成26

年度では、454人と増加しています。 

 

【県におけるNICU設置数の推移】 

 

 

 

【周産期母子医療センターのNICUに勤務する看護師数の推移】 

 

 

 

（５）新生児病床を退院した児の療養・療育環境の整備 

○ 県における体重別出生数を見ると、低出生体重児及び極(超)低出生体重児の出生割合が増加

しています。 

○ 県における周産期母子医療センターのNICU長期入院児（１年以上入院をしている児）は、平

成22年度には６人でしたが、平成27年度には10人となっています。 

 

【県における周産期母子医療センターのNICU(GCU)長期入院児数】  

 

 

 

 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

NICU設置数 185 195 198 210 213 213
(出典：県独自調査)
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分類 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

病　院 322 340 335 359 380 412 418 422 415 411 401 407

診療所 90 98 102 96 99 99 101 102 112 106 108 111

合　計 412 438 437 455 479 511 519 524 527 517 509 518

※　本調査は20年度から調査方法に変更があったため、単純な時系列比較はできません。
(出典：産科医療及び分娩に関する調査) 

27年 28年

170 187

周産期母子医療センター 109 136
その他の受入病院 61 51

医師数

(出典：周産期医療体制に係る調査及び周産期母子医療センターの評価)

※　周産期救急医療システム受入病院を対象に調査を実施
※　数値は日中に主にNICU・GCUを担当する小児科･新生児医師数(周産期母子医療センター)と初期研修医を除く新生児医
療を担当する常勤医師数(周産期母子医療センター以外の周産期救急医療システム受入病院)の合計値です。

分類 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

病　院 73 66 65 65 64 65 64 62 63 61 60 61

診療所 58 63 62 59 59 58 57 57 58 58 62 62

助産所 29 31 37 38 37 35 33 31 30 28 26 24

合　計 160 160 164 162 160 158 154 150 151 147 148 147

(出典：産科医療及び分娩に関する調査) 
※　本調査は20年度から調査方法に変更があったため、単純な時系列比較はできません。

（６）周産期関係医師の確保に向けた取組の推進 

○ 県における分娩取扱医師数は平成22年度では479人でしたが、平成29年度では、518人と微

増しています。 

○ 新生児医療担当医師については、小児科と新生児科を兼任する医師がいるなど、実態に即し

た数値を捉えることが難しいところですが、平成28年時点で県内における日中にNICU等を担当

する常勤医師等の数は、187人となっています。 

○ 無痛分娩や帝王切開のより安全な実施に必要となる麻酔科医について、周産期母子医療セン

ターにおいては、平成28年時点で、282人となっています。 

 

【県における分娩取扱医師数の推移】 

 

 

 

 

 

 

【県内における日中にNICU等を担当する常勤医師等の数】 

 

 

 

 

 

 

（７）１施設あたりの分娩取扱数の増加に向けた方策 

○ 県の分娩取扱施設数は平成23年度には158施設でしたが、平成28年度は149施設となってお

り、減少傾向にあります。 

○ 県の出生数は平成22年に78,077人でしたが、平成27年には73,475人となっており、減少傾

向にあります。また、周産期医療体制の地区別(※)に見ると、特に西湘地区の減少率が高くな

っています。 

○ また、県においては、ほぼ全ての地域から、分娩医療機関まで30分以内及び周産期母子医療

センターまで60分以内に到着することができます。 

  ※ 周産期医療では、通常の二次医療圏とは異なる医療圏を独自に設定しています。(詳細は、

第５部別冊第２章262ページを参照) 

【県の分娩取扱施設数】 
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【県の出生数】 

 

 

 

【県における周産期関連施設へのアクセス状況】 

 

 

 

 

（８）周産期医療における災害対策 

○ 東日本大震災において小児・周産期に関する患者の把握や搬送、情報共有が円滑になされな

かったことから、小児や周産期に特化したコーディネート機能を強化する必要性が指摘されて

います。 

 

 

 

（１）周産期救急医療システムの充実 

○ 妊産婦の高齢化に伴い、ハイリスク分娩や低出生体重児及び極(超)低出生体重児の増加が見

込まれます。 

○ そのため、今後も神奈川県周産期救急医療システムを安定的に運用し続けていく必要があり

ます。 

○ また、精神疾患等の産科合併症以外の疾患を有する妊産婦の場合、搬送先の選定が円滑に進

まない場合があるため、対応策の検討を進めていく必要があります。 

 

（２）近隣都県との連携体制の構築 

○ 東京都と連携し、「県域を越えた周産期搬送体制構築に向けた試行」を引き続き実施し、当

該連携体制の強化に向けた検討を行う必要があります。 

 

（３）救急隊により直接搬送される患者の円滑な受入体制の構築 

○ 救急隊から直接搬送される患者の受入は円滑になりつつありますが、さらなる体制整備を検

討する必要があります。 

 

（４）NICU等周産期施設等の整備・充実 

○ 妊産婦の高齢化に伴い、ハイリスク分娩や低出生体重児及び極(超)低出生体重児の増加が見

込まれます。 

○ そのことを踏まえつつ、NICU等の周産期施設等の整備やNICU等で勤務する看護師の確保につ

いて、検討を行う必要があります。 

 

 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

出生数（人） 79,118 79,193 79,179 78,057 78,077 76,000 75,477 74,320 72,996 73,475

(出典：県衛生統計年報)

横浜
北部

横浜
西部

横浜
南部

川崎
北部

川崎
南部

横須賀
・三浦

湘南
東部

湘南
西部

県央 相模原 県西 全体

分娩施設へ30分
以上要する地域

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

周産期母子医療センター
へ60分以上要する地域

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(出典：持続可能な周産期医療体制の構築のための研究(厚生労働科学特別研究事業))

課題 
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（５）新生児病床を退院した児の療養・療育環境の整備 

○ 妊産婦の高齢化に伴い、低出生体重児及び極(超)低出生体重児の出生割合が増加することが

見込まれます。 

○ それに伴い、NICU入院児数も増加することが見込まれるため、NICUの円滑な運用に向け、長

期入院児の増加を抑制する必要があります。 

 

（６）周産期関係医師の確保に向けた取組みの推進 

○ 産科医師、新生児担当医師及び麻酔科医師については、周産期医療協議会などの会議体では、

医師不足についての意見が示されていますが、当該数値からは当直の可否が不明であるなど、

必ずしも実態を反映し切れていません。 

○ そのため、充足状況を把握した上で、医師の確保のために必要な方策について検討を進める

必要があります。 

○ また、ワーク・ライフ・バランスを重視した勤務状況となるよう、医師の勤務時間について

も考慮する必要があります。 

 

（７）１施設あたりの分娩取扱数の増加に向けた方策 

○ 分娩取扱施設の減少に伴い、地域でお産をする施設を見つけることに困難をきたしています

が、その一方、出生数は減少傾向にあることから、分娩取扱施設数を著しく増加させることが

現実的に難しいという側面もあります。 

○ そのため、分娩取扱施設数を維持しつつ、１施設あたりの分娩取扱数の増加を図る必要があ

ります。 

○ また、妊婦健診のみ対応している診療所の中には夜間・休日の診察に対応していない施設も

あり、容態が急変した際、かかりつけ医の診療がかなわず、救急搬送にいたるケースも見受け

られます。 

 

（８）周産期医療における災害対策 

○ 東日本大震災で明らかになったように、災害時における小児・周産期医療に関する準備が不

足しており、対策が求められています。 

 

 

 

（１）周産期救急医療システムの充実（県、医療機関・医療関係者、関係機関） 

○ 引き続き、周産期救急医療システムの円滑な運用を推進し、周産期救急患者に適切な医療を

提供するとともに、救急時に搬送先医療機関を迅速に確保する体制を整備します。 

○ 精神疾患等の産科合併症以外の疾患を有する妊産婦の搬送が円滑に進むよう、原因の調査及

び方策の検討を進めていきます。 

○ 総合的な周産期医療体制の整備・推進に向け、引き続き、周産期医療協議会において協議を

行っていきます。 

 

施策 
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（２）近隣都県との連携体制の構築（県、医療機関・医療関係者、関係機関） 

○ 引き続き、東京都との連携体制の強化に向けて、検討を進めていきます。 

 

（３）救急隊により直接搬送される患者の円滑な受入体制の構築 

（県、医療機関・医療関係者、関係機関） 

○ 救急隊から直接搬送される患者の更なる円滑な受入を促進するために、消防機関と情報共有

を図った上で、対応の検討を進めていきます。 

 

（４）NICU等周産期施設等の整備・充実（県、医療機関・医療関係者） 

○ 今後の社会的要因を踏まえつつ、NICU等周産期施設等の整備やNICU等で勤務をする看護師の

確保について、今後の方向性を検討していきます。 

 

（５）新生児病床を退院した児の療養・療育環境の整備（県、市町村） 

○ 長期入院児の抑制に向け、NICUや小児病棟から在宅へ移行した後の受入体制を整備すること

で、保護者の負担軽減を図ります。 

○ 医療的ケアを必要とする小児等が、地域で安心して療養できるよう保健・医療・福祉・教育

関係機関との体制整備に取り組みます。また、県は研修を通じて、医療従事者、福祉従事者等

を支援します。【Ｐ119再掲】 

 

（６）周産期関係医師の確保に向けた取組みの推進（県、医療機関・医療関係者） 

○ 産科医師、新生児担当医師及び麻酔科医師の充足状況を把握した上で、医師の確保のために必

要な方策について、医師の労働環境改善の観点からも、分娩施設の拠点化と地域連携の強化を

含めた検討を進めていきます。 

○ また、今後の出生数の減少する中で、産科医師や新生児担当医師の技術を維持・向上させるた

めの取組についても充実させることを検討していきます。 

○ 医療対策協議会や地域医療支援センター運営委員会等における医師確保対策に係る分析や

協議等を踏まえ、県内医科大学の地域枠出身者や自治医科大学出身者等を県内の医療機関に配

置することにより、診療科や地域による医師の偏在の解消に取り組むとともに、県内定着を図

ります。 

 

（７）１施設あたりの分娩取扱数の増加に向けた方策（県、医療機関・医療関係者） 

○ 各分娩取扱施設の分娩取扱数を増加させるための方策について検討を進めていきます。 

 

（８）周産期医療における災害対策（県、医療機関・医療関係者） 

○ 県保健医療調整本部に県災害医療コーディネーターのサポートとして、小児・周産期医療に

特化した調整役である「災害時小児周産期リエゾン」は厚生労働省の実施する養成研修を修了した

者を中心に、災害発生時に県保健医療調整本部に参集可能な医師を指定します。 

○ 高度な医療機能を有する総合周産期母子医療センターについて、災害時における業務継続計

画の策定を進めていきます。 
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目標項目 現状 
目標値 

（平成35年度） 
目標値の考え方 目標項目設定理由 

NICU設置数 

(出生１万人あた 

り) 

 

29.0 

(平成28年度県独自

調査) 

29.0 

出生数の減少が

見込まれる中、

現状と同程度の

維持を目指す。 

出生数の減少に伴

い、病床の減少が

想定される一方、

ハイリスク患者の

増加も見込まれる

ことから、現行の

病床数の維持が望

ましいため。 

妊産婦死亡率 

(出産10万件あた 

り) 

 

5.3 

(平成27年度人口動

態調査) 

3.8以下 
全国値以下を 

目指す。 

安心して子どもを

産むためには、妊

産婦死亡率は０が

望ましいが、実現

性を考慮したた

め。 

NICU・GCU長期 

入院児 

 

16人 

(平成26年度周産期

医療体制調) 

13人以下 
全国値以下を 

目指す。 

長期入院児の増加

が見込まれること

から、受入体制を

整備し、在宅移行

を進める必要があ

るため。 

 

■用語解説 

※１ 低出生体重児 

出生体重2,500ｇ未満の児 

※２ 極(超)低出生体重児 

 出生体重1,500ｇ(1,000ｇ)未満の児 

  

目標 
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○ 少子化、核家族化、夫婦共働き世帯の増加といった社会情勢や家庭環境の変化などにより、子

どもを育てる環境は大きく変化しています。 

○ 安心して子どもを産み、育てることができる環境を整備するため、小児医療の充実、特に夜間

や休日の小児救急医療体制や重篤な小児救急患者の医療提供体制の確保・充実を図っていきます。 

 

 

 

（１）小児医療に係る需要の現状 

○ 県の小児人口は1,169,741人で全国平均（347,267人）の約3.4倍（「住民基本台帳に基づく人

口、人口動態及び世帯数調査」平成28年１月１日）、出生率は8.2で全国平均（8.0）と比べてや

や高い（「人口動態調査」平成27年）ことから、県は他都道府県と比較して小児医療に係る需要

が多いと考えられます。 

○ なお、県の将来推計人口（０～14歳）は、平成27年が1,148,705人、平成32（2020）年が

1,073,412人、平成37（2025）年が984,123人となっており、今後しばらくの間は現状と同程度

の需要が続くものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」国立社会保障・人口問題研究所 

 

（２）小児患者の現状 

○ 県の乳児死亡率は1.9（乳児千人あたり）で全国平均と同じ、幼児死亡率（幼児千人あたり）

は0.5で全国平均と同じ、小児（15才未満）の死亡率（小児千人あたり）は0.2で全国平均と同

じです（「人口動態調査」平成27年）。 

○ 県の傷病程度別の乳幼児の搬送割合は軽症が77.9％であり、全年齢平均（49.6％）の約1.6倍

となっています。 

 

第５節 小児医療 

現状 
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軽症, 77.9%

軽症, 49.6%

0%

10%
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60%

70%

80%

90%
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乳幼児 全年齢

傷病程度別の年齢区分別の搬送人員数(平成27年)

死亡 重症 中等症 軽症 その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「平成28年版救急・救助の現況」消防庁 

 

（３）小児医療に係る供給の現状 

ア 小児の健康状態の相談を行う機能 

○ 夜間における子どもの体調の変化や症状に関し、保護者等が判断に迷った場合に、電話に

より看護師等が必要な助言を行うかながわ小児救急ダイヤル「♯8000」を実施しています。 

○ 県の#8000事業は、毎日18時～22時は３回線、22時～24時は２回線で実施しており、平

成28年度は30,941件の相談を受け付けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平均して１時間あたり１回線で5.3件の相談を受け付けており、回線の余裕は少ない状況

です。 

○ なお、横浜医療圏では、#8000事業の全年齢対応版とも言える#7119事業を実施しており、

毎日24時間体制で相談を受け付けています。 

イ 初期救急医療体制 

○ 初期救急（比較的軽症の小児救急患者の医療）については、市町村又は複数の市町村を単

位とした休日夜間急患診療所等で対応していますが、全33市町村のうち、４市11町１村は、  
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厚　木

川崎北部

横浜北部

横浜西部

平塚 ・ 中郡

西　湘

川崎南部

横浜南部

三浦半島

東　湘

愛川町

山北町

真鶴町

多摩区

清川村

大井町

麻生区
宮前区

茅ケ崎市

保土ケ谷区

湯河原町

南足柄市

横須賀市

神奈川区

伊勢原市

小田原市

大磯町

二宮町

厚木市

中井町
開成町

松田町

綾瀬市

寒
川
町

座間市

三浦市

大
和
市

鎌倉市

藤沢市

逗子市

栄区平塚市

秦野市

葉山町

海
老
名
市

磯子区
戸塚区

青葉区
港北区

港南区

金沢区

泉区
南区

緑区

中区

幸区

西区

都筑区

中原区

高津区

鶴見区

川崎区

瀬
谷
区

旭区

箱根町

鎌　倉

秦野 ・ 伊勢原

県央
県央

相模原市
相模原

各市町村域内に小児初期救急に対応する休日夜間急患診療所等を持ちません。 

   ○ 県の一般小児医療を担う一般診療所数（小児10万人あたり）は39.5で全国平均(33.1)の

約1.2倍となっており、他都道府県と比較して初期救急に係る医療資源は多い状況ですが、

県央医療圏及び県西医療圏では、一般小児医療を担う一般診療所数（小児10万人あたり）

の全国平均(33.1)を下回っており、県下全域に十分な医療資源があるとはいえません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出典：「医療施設調査（平成 26 年）」厚生労働省（医政局地域医療計画課による特別集計） 

ウ 二次救急医療体制 

○ 二次救急（緊急手術や入院を必要とする小児救急患者の医療）については、全県 14 ブロ

ック体制で小児輪番病院や小児救急医療拠点病院で対応していますが、輪番体制は各ブロッ

クにより差があり、複数の病院で輪番体制が組めているブロックがある一方、１病院で担っ

ているブロックも存在します。 

 

■小児二次救急医療体制ブロック図 
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   ○ 県の一般小児医療を担う病院数（小児 10 万人あたり）は 9.3 で全国平均(16.1)の約 0.6

倍となっており、全ての医療圏で全国平均(16.1)を下回っています。特に湘南東部医療圏

は 5.1 と非常に厳しい状況となっており、他都道府県と比較して二次救急に係る医療資源

は少ない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「医療施設調査（平成 26 年）」厚生労働省（医政局地域医療計画課による特別集計） 

 

   ○ 県では、全ての二次医療圏に小児入院医療管理料を取得した医療機関が複数存在してお

り、医療圏平均は 4.3 医療機関ですが、医療機関数は各医療圏により差があり、最も多い

医療圏(湘南西部)が８医療機関を有する一方、最も少ない医療圏(川崎北部)では２医療機

関となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「診療報酬施設基準（平成 28 年３月 31 日）」厚生労働省 

 

エ 三次救急医療体制 

  ○ 三次救急医療（より高度で特殊・専門医療が必要な重症の小児救急患者への医療）につい

ては、県立こども医療センターと、21 箇所の救命救急センターで対応しています。救命救急

センターは各医療圏に 1 か所以上存在し、人口 10 万人あたり 0.2 で全国平均と同じです。 
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  ○ なお、県における周産期母子医療センターの NICU 長期入院児（１年以上入院をしている

児）は、平成 22 年度には６人でしたが、平成 26 年度には 10 人となっています(「第４節 

周産期医療」参照)。 

 

 

 

（１）小児の健康状態の相談を行う機能の充実 

○ #8000事業の電話回線数に余裕が少なく、相談時間帯が18時～24時のため、相談の需要に十

分に応えられていないことから、小児の健康状態の相談を行う機能のさらなる充実が必要です。 

 

（２）小児救急医療体制の安定的な確保 

○ 小児医療に係る需要が多い一方、供給(特に二次救急に係る医療資源)が不十分なうえ、軽症

患者が多く二次・三次医療機関に流入しており、少ない供給をさらに圧迫している状況です。 

○ 夜間や休日の小児救急医療体制や重篤な小児救急患者の医療提供体制を安定的に確保する

ためには、小児救急医療の供給量の維持・充実に努めるとともに、小児救急に係る医療資源の

効率的な活用を進める必要があります。 

ア 初期救急医療体制 

  ○ 患者の病状に応じた適切な医療機関への受診を促進することで、二次・三次医療機関への

軽症患者の流入を抑える必要があります。 

  ○ 併せて、小児救急患者の大部分を占める軽症患者を受け入れることができる初期救急医療

体制が求められます。 

イ 二次救急医療体制 

  ○ 二次救急に係る医療資源が少ないため、供給量の維持・充実が必要です。 

ウ 三次救急医療体制 

  ○ 三次救急医療を必要とする重症の患者が素早く治療を受けられるよう、受入先の医療機関

を決定する速度の向上や、搬送時間の短縮に努める必要があります。 

エ 退院後の患者を在宅医療等により地域で受け入れる機能の充実 

  ○ 退院して在宅医療に移行できる患者を積極的に地域で受け入れることで、二次・三次医療

機関の病床回転率を上げ、少ない医療資源を効率的に活用する必要があります。 

 

 

 

（１）小児の健康状態の相談を行う機能の充実 

（県、市町村、医療機関・医療関係者、関係機関、県民） 

○ 引き続き、#8000事業を実施し、同事業の更なる周知を図るとともに、同事業の更なる拡充

や、#7119事業との連携など、より効果的な施策も検討します。 

 

 

 

課題 

施策 
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（２）小児救急医療体制の安定的な確保 

（県、市町村、医療機関・医療関係者、介護・福祉関係者、関係機関） 

 ○ 引き続き、患者の病状に応じた小児救急医療体制の維持・充実に努めます。 

 ○ また、引き続き、退院後の患者を在宅医療等により地域で受け入れる機能の充実を図ります。 

  ア 初期救急医療体制 

   ○ 各地域内の診療所の医師による、積極的な初期救急体制への参画や、休日夜間急患診療

所における救急診療への協力などの連携を図り、各地域内における初期救急体制を維持し

ます。 

  イ 二次救急医療体制 

   ○ 小児輪番病院及び小児救急医療拠点病院により、各医療圏における二次救急体制を維持

します。 

   ○ 医療対策協議会や地域医療支援センター運営委員会等における医師確保対策に係る分

析や協議等を踏まえ、県内医科大学の地域枠出身者や自治医科大学出身者等を県内の医療

機関に配置することにより、診療科や地域による医師の偏在の解消に取り組むとともに、

県内定着を図ります。 

  ウ 三次救急医療体制 

   ○ 救急医療情報システムを活用した小児救急患者の搬送に必要な情報提供や、ドクターヘ

リ、ドクターカーを利用した小児救急患者の病院間搬送体制を維持・充実します。 

  エ 退院後の患者を在宅医療等により地域で受け入れる機能の充実 

   ○ NICU や PICU で療養中の重症心身障害児等が在宅や適切な施設、後方支援病院に移行で

きる医療提供体制を整備します。 

   ○ 小児も対象にした訪問看護ステーションや医療的ケアに対応できる福祉事業所の増加、

療育機能の充実など、在宅の療養患者や重症心身障害児等の生活環境の整備を進めます。 

 

 

 

目標項目 現状 
目標値 

（平成35年度） 
目標値の考え方 目標項目設定理由 

傷病程度別の乳幼

児の搬送割合 

軽症77.9％ 

（平成28年版救急・

救助の現況） 

軽症49.6％以下 

全年齢平均が

49.6％であり、

全年齢平均を目

指す 

課題である軽症患

者の二次・三次医療

機関への流入量の

指標となるため 

一般小児医療を担

う病院数（小児10

万人あたり） 

9.3 

（平成26年医療施

設調査（医療計画

作成支援データブ

ック）） 

16.1以上 

全国平均が16.1

であり、全国平

均を目指す 

課題である二次救

急に係る医療資源

の量の指標となる

ため 

目標 
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目標項目 現状 
目標値 

（平成35年度） 
目標値の考え方 目標項目設定理由 

小児医療に係る病

院勤務医数（小児

人口10万人当た

り） 

50.7 

（平成26年医療施

設調査（医療計画

作成支援データブ

ック）） 

64.4以上 

全国平均が64.4

であり、全国平

均を目指す 

課題である二次救

急に係る医療資源

の量の指標となる

ため 

 

■小児救急の医療連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児救急医療システム 

夜間の小児

患者の保護

者等向け電

話相談 

 

●かながわ小児

救急ダイヤル 

●県立こども医療センター 

●救命救急センター 

●病院群輪番制 

（12ブロック） 

●小児救急拠点病院 

（２ブロック） 

●休日夜間急患診療所 

●在宅当番医制 

かかりつけ医 

●診療所、一般病院 

重

症

な

傷

病

の

発

生 

 

生

命

に

関

わ

る

傷

病

の

発

生 

傷

病

の

発

生

医 

日常での子どもの 

健康状態の相談など 

小さな子どもを持つ家庭 

（子ども、保護者など） 


